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平成３１年 第２回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 平成３１年 ２月２６日午後１時３０分、下記の件の議定のため、平成３１年 第２回

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第  ３  事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号  農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第 ２号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号  使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 議案第 １号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ２号  農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第 ４号  農地転用事業計画変更承認申請について 

日程第１１ 議案第 ５号  農用地利用集積計画について 

日程だ１２ 議案第 ６号  農用地利用集積計画変更願について 

日程第１３ 議案第 ７号  農用地利用配分計画について 

日程第１４ 議案第 ８号  非農地証明願について 

日程第１５ 議案第 ９号  空き家に付属する農地指定申請について 

 

 

１ 出席委員 （２１名） 

１番 三 浦  正 勝 委員、      ２番 大 黒  昭 夫 委員、  

３番 阿 部  一 信 委員、      ４番 吉 田  優 俊 委員、 

５番 岩 淵  敬 一 委員、      ６番 佐 竹  きみ子 委員、 

７番 狩 野  善 典 委員、       

９番 曽 根  金 雄 委員、     １０番 千 葉  優 子 委員 

  １１番 鈴 木  春 江 委員、     １２番 尾 形  陽一郎 委員、 

  １３番 及 川  正 一 委員、     １４番 多 田  仁 一 委員、 

  １５番 佐々木  吉 司 委員、     １６番 菅 原  英 俊 委員、 

１７番 岩 渕    弘 委員、     １８番 佐々木    弘 委員、 

                     ２０番 狩 野  和 義 委員、 

２１番 秋 山  憲 義 委員、     ２２番 米 山  嘉 彦 委員 

２４番 鈴 木  康 則 会長 

 

 



 2 

２ 欠席委員 （ ３名） 

８番 大 場  裕 之 委員、     １９番 佐 藤  勝 委員、 

２３番 黒 澤  光 啓 会長職務代理者 

 

３ 議事に参与した者 

事務局長補佐    阿 部  泰 憲 

主幹兼農地農政係長 小野寺    崇 

農地農政係 主査  千 葉  美 香 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

 

議長（会長） 

ご起立願います。「ご苦労様です。」ご着席願います。 

只今から、平成３１年 第２回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

 

議長（会長） 

ただいまの出席委員は、２０名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

欠席・遅刻・早退の通告があります。 

 議席番号８番 大場 裕之 委員、議席番号１９番 佐藤  勝 委員、議席番号２３

番 黒澤 光啓 会長職務代理者から所要のため欠席する旨の、 

 議席番号３番 阿部 一信 委員から所要のため遅刻する旨の、 

 議席番号１８番 佐々木 弘 委員から所要のため午後３時に早退する旨の通告があり

ます。 

 

議長（会長） 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

なお、議案説明等のため、事務局長補佐ほか、関係職員を出席させております。 

 

議長（会長） 

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、議席番号 ２１番 秋山 憲義 委員、 

議席番号 ２２番 米山 嘉彦 委員の両名を指名いたします。 
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議長（会長） 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日間にしたいと思いますが、これに、ご異議ございませんか。 

 

―［異議なし］の声― 

 

議長（会長） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は、本日１日間と決定しました。 

 

 

議長（会長） 

日程第３、事務報告を行います。 

事務局長補佐から報告いたします。 

 

事務局長 

平成３１年１月３０日から２月２６日までの事務・事業の結果並びに２月２７日から

４月１０日までの事務・事業の予定について、報告。 

 

議長（会長） 

これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

 

議長（会長） 

 日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、を報告します。 

 第１区の番号１番及び２番の２案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 １６，９４６㎡の内１，５５１㎡、市発注工

事の残土を利用し、耕作条件改善を図るための盛土で、完了後は、水稲を作付する旨の１

案件、 

番号２番は、高清水地区の畑１筆 ５０５㎡の内１３６．５３㎡、養蜂業の事業拡大を

図るため、農業用施設（農業用倉庫及び作業場）を建築する旨の１案件 

以上、２案件説明。 
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議長（会長） 

 次に、去る２月２１日、議席番号６番 佐竹 きみ子 委員、農地利用最適化推進委員

の 氏家 優一 委員及び 佐藤 秀男 委員が現地確認調査を行っておりますので、そ

の結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 優一 推進委員から報告願います。 

 

氏家 優一 推進委員 

 ２月２１日、現地確認調査を行ってまいりましたので報告いたします。 

 番号１番は、現地が隣接するため池よりも低くなっていることから、１ｍの盛土を行い

耕作条件の改善を図るものであり、周辺農地も自己所有となっており、周辺に与える影響

はないものと、 

 番号２番は、宅地の隣接地である畑に農業用倉庫及び作業場を建築するものであり、周

辺農地に与える影響はないものと、 

判断してまいりましたので報告いたします。 

 

議長（会長） 

 これで、日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、報告を終わります。 

 

 

議長（会長） 

日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告しま

す。 

第１区の番号１番から６番までの６案件、 

第２区の番号７番から２１番までの１５案件、 

第３区の番号２２番から２５番までの４案件、 

併せて、２５案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の畑１筆 １，３００㎡、 

番号２番は、築館地区の田１筆 ３，０１７㎡、いずれも、双方合意による農地法第３

条の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号３番及び４番は関連で、築館地区の田２筆 ４，２８４㎡、売買による農地中間管

理事業の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号５番は、一迫地区の田９筆 ２２，４６１㎡、双方合意による基盤法の賃貸借権設

定解約の１案件、 

番号６番は、瀬峰地区の田１筆 １，０６７㎡、畑１筆 ８，７９５㎡、合計 ９，８

６２㎡、売買による基盤法の賃貸借権設定解約の 1案件、 
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第２区の番号７番は、若柳地区の田２筆 ８，４７６㎡、賃貸借権再設定による基盤法

の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号８番及び９番は関連で、若柳地区の田１筆 ３，００２㎡、贈与による農地利用集

積円滑化事業の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号１０番は、若柳地区の田１０筆 ６，１２９㎡、耕作者変更による農地中間管理事

業の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１１番は、金成地区の田２筆 １，６３９㎡、売買による農地法第３条の賃貸借権

設定解約の１案件、 

番号１２番は、志波姫地区の田２筆 １，８８０㎡、畑２筆 １９８㎡、合計 ２，０

７８㎡、賃貸借権再設定による農地法第３条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１３番は、志波姫地区の田９筆 １４，８３８㎡、 

番号１４番は、志波姫地区の田９筆 ３，９３８㎡、いずれも、売買による基盤法の賃

貸借権設定解約の２案件、 

番号１５番及び１６番は関連で、志波姫地区の田１４筆 １６，６３１㎡、賃貸借権再

設定による農地利用集積円滑化事業の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号１７番及び１８番は関連で、志波姫地区の田６筆 １０，０６４㎡、賃貸借権再設

定による農地利用集積円滑化事業の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号１９番は、志波姫地区の田２５筆 １１，３０５㎡、 

番号２０番は、志波姫地区の田７筆 １４，３７０㎡、 

番号２１番は、志波姫地区の田１３筆 ２７，０９５㎡、いずれも、耕作者変更による

農地中間管理事業の賃貸借権設定解約の３案件、 

第３区の番号２２番は、栗駒地区の田４筆 ６，９９４㎡、売買による基盤法の賃貸借

権設定解約の１案件、 

番号２３番は、栗駒地区の田１筆 ３８６㎡、双方合意による基盤法の賃貸借権設定解

約の１案件、 

番号２４番は、鶯沢地区の田４筆 １２，２３７㎡、売買による基盤法の賃貸借権設定

解約の１案件、 

番号２５番は、花山地区の田１２筆 ５，２８６．５６㎡、売買による基盤法の賃貸借

権設定解約の１案件、 

以上、２５案件を説明報告。 

 

議長（会長） 

これで、日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、報

告を終わります。 
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議長（会長） 

日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

第１区の番号１番の１案件、 

第２区の番号２番から７番までの６案件、 

第３区の番号８番の１案件、 

併せて、８案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 ９６０㎡、贈与による親子間の農地法第３条

使用貸借権設定解約の１案件、 

第２区の番号２番は、若柳地区の田１３筆 ２０，６４６㎡、賃貸借権設定による親子

間の農地法第３条使用貸借権設定解約の１案件 

番号３番は、金成地区の田５１筆 １２３，８０７㎡、双方合意による基盤法の使用貸

借権設定解約の１案件、 

番号４番は、金成地区の田４５筆 ３６，８２１㎡、 

番号５番は、金成地区の田２筆 ２，０４５㎡、いずれも、賃貸借権設定による親子間

の農地法第３条使用貸借権設定解約の２案件 

番号６番は、金成地区の田１筆 ３９５㎡、売買による親子間の農地法第３条使用貸借

権設定解約の１案件、 

番号７番は、志波姫地区の畑３筆 ７，０７９㎡、耕作者変更による農地中間管理事業

の使用貸借権設定解約の１案件、 

第３区の番号８番は、栗駒地区の田４筆 ４，８５８㎡、贈与による親子間の農地法第

３条使用貸借権設定解約の１案件、 

以上、８案件を説明報告。  

 

議長（会長） 

これで、日程第６、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

議長（会長） 

日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

初めに、第１区の番号１番から８番までの８案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 ９６０㎡、 

番号２番は、築館地区の田１筆 ６２１㎡、 
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番号３番は、築館地区の畑１筆 ６６㎡、いずれも、耕作利便を図るための所有権移転

贈与の３案件、 

番号４番は、築館地区の田２筆 １６，４９６㎡、経営規模拡大による賃貸借権設定

の１案件 

番号５番は、高清水地区の畑１筆 ５４１㎡、耕作利便を図るための所有権移転売買の

１案件、 

番号６番は、一迫地区の田２筆 １，４０２㎡、 

番号７番は、一迫地区の田２筆 ２，２８４㎡、いずれも、相手方の要望による所有

権移転売買の２案件、 

番号８番は、瀬峰地区の田２筆 ３８５㎡、相手方の要望による所有権移転売買の１

案件、 

以上、８案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、氏家 優一 推進委員から報告願います。 

 

氏家 優一 推進委員 

議案第２号 農地法第３条許可申請について、報告いたします。 

番号１番から８番までは、耕作利便を図るための贈与や売買、経営規模拡大及び相手

方の要望による賃貸借や売買となっており、許可にあたっては、審議基準であります全

部効率要件や地域調和要件を満たしており、特に問題ないものと判断しましたので、ご

審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号９番から２６番までの１８案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

第２区の番号９番は、若柳地区の田１筆 １，９６１㎡、 

番号１０番は、若柳地区の田２筆 ９０５㎡、 

番号１１番は、若柳地区の田３筆 ２，５６３㎡、いずれも、相手方の要望による所有

権移転売買の３案件、 

番号１２番は、若柳地区の田１筆 ２，０１７㎡、経営規模拡大による所有権移転売買

の１案件、 

番号１３番は、若柳地区の田２５筆 １９，２３４．８１㎡、畑３筆 ２，１３０㎡、

合計 ２１，３６４．８１㎡、 

番号１４番は、若柳地区の田２筆 ４，２６８㎡、畑１筆 ３００．６６㎡、合計 ４，

５６８．６６㎡、いずれも、農業後継者への経営継承による親子間の所有権移転贈与の２

案件、 

番号１５番は、若柳地区の田３筆 ２，３１６㎡、耕作利便を図るための賃貸借権設定

の１案件、 

番号１６番は、若柳地区の田５筆 ７，０４８㎡、相手方の要望による賃貸借権設定

の１案件、 

番号１７番は、金成地区の田１筆 １，０３４㎡、畑１筆 ９６４㎡、合計 １，９９

８㎡、 

番号１８番は、金成地区の畑１筆 １８１㎡、 

番号１９番は、金成地区の田１筆 ６５㎡、いずれも、経営規模拡大による、所有権移

転売買の３案件、 

番号２０番は、金成地区の田１筆 ２，２７０㎡、相手方の要望による所有権移転売

買の１案件、 

番号２１番は、金成地区の田１筆 ２，０００㎡、相手方の要望による賃貸借権設定

の１案件、 

番号２２番は、金成地区の田５１筆 ４０，２６７㎡、畑７筆 ２，４９１．１７㎡、

合計 ４２，７６１．１７㎡、農業者年金継続受給の経営継承による親子間の使用貸借権

設定の１案件、 

番号２３番は、志波姫地区の田１筆 ９６８㎡、相手方の要望による所有権移転売買

の１案件、 

番号２４番は、志波姫地区の田２筆 ３７８㎡、畑１筆 ９６５㎡、合計 １，３４

３㎡、相手方の要望による所有権移転贈与の１案件、 

番号２５番は、志波姫地区の田６筆 ９，８０３㎡、経営規模拡大のためによる賃貸

借権設定の１案件 

番号２６番は、志波姫地区の田８筆 １６，６７９㎡、畑６筆 １，４３０㎡、合計 １

８，１０９㎡、農業者年金継続受給の経営継承による親子間の使用貸借権設定の１案件、 

以上、１８案件が許可要件を満たしているころを説明。 
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議長（会長） 

次に、去る２月２２日、議席番号１９番 佐藤 勝 委員、農地利用最適化推進委委員

の 佐々木 剛 委員及び 氏家 勝子 委員が現地確認調査を行っておりますので、そ

の結果の報告をお願いたします。 

それでは、佐々木 剛 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 剛 推進委員 

現地確認調査、書類審査を行ってまいりましたので報告します。 

いずれも、規模拡大等による所有権移転売買や賃貸借権設定、経営継承や農業者年金受

給のための所有権移転贈与、使用貸借権設定であり、許可にあたっては、審査基準を満た

しているものと判断いたしました。ご審議の程、よろしくお願いいたします。   

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号２７番から３６番までの１０案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号２７番は、栗駒地区の田１５筆 ２７，５３５㎡、畑４筆 ９５０㎡、合

計 ２８，４８５㎡、農業後継者への経営継承による親子間の所有権移転贈与の１案件、 

番号２８番は、栗駒地区の田４筆 ４，８５８㎡、相手方の要望による所有権移転贈

与の１案件 

番号２９番は、栗駒地区の田５筆 ６，４０８㎡、 

番号３０番は、栗駒地区の田６筆 ６，８０２㎡、いずれも、相手方の要望による賃貸

借権設定の２案件、 

番号３１番は、鶯沢地区の田１２筆 ８，０２４㎡、畑２筆 ３７２㎡、合計 ８，３

９６㎡、相手方の要望による所有権移転売買の１案件、 

番号３２番は、鶯沢地区の田４筆 ３，６９８㎡、経営規模拡大による所有権移転売買
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の１案件、 

番号３３番は、鶯沢地区の田１筆 １１４㎡、農業後継者への経営継承による親子間の

所有権移転贈与の１案件、 

番号３４番は、花山地区の田１筆 ３，４９９㎡、経営規模拡大による所有権移転売買

の１案件、 

番号３５番は、花山地区の畑１筆 ８３８㎡、 

番号３６番は、花山地区の田１２筆 ５，２８６．５６㎡、いずれも、相手方の要望

による所有権移転売買の２案件、 

以上、１０案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長（会長） 

次に、去る２月２２日、議席番号２１番 秋山 憲義 委員、農地利用最適化推進委員

の 狩野 正行 委員 及び 芳賀 博秋 委員が現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いたします。 

それでは、議席番号２１番 秋山 憲義 委員から報告願います。 

 

２１番 秋山 憲義 委員 

現地調査を行ってまいりましたので、報告いたします。 

番号２７番から３６番までの１０案件の詳細については、事務局から説明があったと

おりであり、労力不足や遠隔地居住での耕作困難、農業後継者への経営継承による賃貸

借、売買、贈与となっており、審査におきましては、特に問題はないものと判断しまし

たので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番から

３６番までの３６案件は、原案のとおり、許可することにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 
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議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号

１番から３６番までの３６案件は、原案のとおり、許可することに決定いたしました。  

 

議長（会長） 

日程第８、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案 

件がありますので、先に審議を行います。 

初めに、第１区の番号３番の１案件を審議します。 

議席番号１番 三浦 正勝 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時００分）（ １番 三浦 正勝 委員 退席） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時００分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号３番は、一迫地区の畑１筆 ３６５㎡を業務用地として転用し、農機具の

種類が増え手狭になったことから、農機具格納庫兼作業場を建築造成するものであり、農

地区分は、農用地区域に該当するが、農機具格納庫兼作業場が建設される農業用施設用地

に該当するので、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件が、許可要件を満たしているこ

とを説明。 

 

議長（会長） 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号６番 佐竹 きみ子 委員から報告願います。 

 

６番 佐竹 きみ子 委員 

議案第２号について、書類審査及び現地調査を行ってまいりましたので、報告いたしま

す。 

番号３番の詳細については、事務局から説明あったとおりであり、現地を確認します

と、申請地は、申請人の自己所有地であり、周辺に与える影響もないことから、許可に
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あたっては、特に問題ないものと判断してまいりました。ご審議の程、よろしくお願い

いたします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号３番の１

案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第８、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号

３番の１案件は、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、意見を附して、宮城県知事に送付いたします。  

 

議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

番 三浦 正勝 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時 ５分） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時 ５分） 

次に、第１区の番号１番及び２番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の畑１筆 ４７７㎡を、一般個人住宅の住宅用地として
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転用し、既存住宅が東日本大震災の影響で老朽化してきたことから、居宅及び駐車場を移

転新築するものであり、農地区分は、農地の広がりがある第１種農地に該当するが、集落

に接続して設置されることから、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

番号２番は番号１番の関連となっており、築館地区の畑１筆 ２９１㎡を、今回の測量

で既存の宅地通路及び車庫の底地が畑となっていたことから、始末書の提出をいただいた

上で、住宅用地として転用するものであり、農地区分は、番号１番同様に、農地の広がり

がある第１種農地に該当するが、集落に接続して設置されることから、不許可の例外規定

で取り扱う旨の１案件、 

以上、２案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号６番 佐竹 きみ子 委員から報告願います。 

 

６番 佐竹 きみ子 委員 

議案第２号について、書類審査及び現地調査を行ってまいりましたので、報告いたしま

す。 

詳細については、事務局から説明あったとおりであり、現地を確認しますと、番号１

番は、何も作付けしていない休耕畑、番号２番は、既に宅地通路や車庫として利用され

ており、始末書の提出をいただいている案件であります。また、申請地周辺は、申請人

の自己所有地となっており、周りに与える影響もないものと見てまいりました。許可に

あたっては、特に問題はないと判断してきましたので、ご審議の程、よろしくお願いい

たします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号４番から７番までの４案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

第２区の番号４番は、金成地区の畑１筆 ６０６㎡を一般個人住宅の住宅用地として転

用し、住宅及び駐車場を新築造成するものであり、農地区分は、農地の広がりがある第１

種農地に該当するが、集落に接続して設置されることから、不許可の例外規定で取り扱う

旨の１案件、 

番号５番は、金成地区の田１筆 １１㎡を住宅用地として転用し、居宅までの宅道とし

て造成するものであり、農地区分は、農地の広がりがある第１種農地に該当するが、拡張

に係る部分の敷地の面積が既存施設の敷地面積の２分の１を超えないことから、不許可の

例外規定で取り扱う旨の１案件、 

番号６番は、志波姫地区の田１筆 １，６８８㎡の内 ８７５㎡を資材置場のその他業

務用地として転用し、経営している会社の資材置場として造成するものであり、農地区分

は、農地の広がりがある第１種農地に該当するが、拡張に係る部分の敷地の面積が既存施

設の敷地面積の２分の１を超えないことから、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

番号７番は、志波姫地区の田２筆 ２３６．２５㎡を農業用施設用地として転用し、農

業用機械の格納庫及び資材置場として建築造成するものであり、農地区分は、農用地区域

に該当するが、農機具格納庫兼作業場が建設される農業用施設用地に該当するので、不許

可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

以上、４案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

農地法第４条の許可申請について、現地確認を行ってまいりましたので、報告いたしま

す。 

詳細については、事務局から説明があったとおりでありますが、 

番号４番は、面積が６０６㎡と広く見受けられますが、傾斜地の面積が多くある場所

でありました。 

番号５番は、もう既に住宅が新築されており、新築住宅への宅道の一部としての利用

であります。 

番号６番は、過去に現状変更届出により許可された案件で、今回は全面積の一部を転

用し、徐々に全面積を転用する計画とのことであります。 

番号７番は、無断転用の案件で、指導により始末書の提出をいただいた案件となって

おります。 

許可にあたっては、周辺農地に与える影響もないと確認して来ましたので、ご審議の

程、よろしくお願いいたします。  
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議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号１番及び

２番の２案件、番号４番から７番までの４案件、併せて６案件は、原案を可とすることに

ご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第８、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号

１番及び２番の２案件、番号４番から７番までの４案件、併せて６案件は、原案を可とす

ることに決しました。 

 なお、その旨、意見を附して、宮城県知事に送付いたします。 

 

 

議長（会長） 

日程第９、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

初めに、第１区の番号１番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、高清水地区の田１筆 ２５０㎡を所有権移転売買により譲り受

け、業務用地として転用し、自動車販売修理業の駐車場が手狭となったことから、隣接地

に駐車場を造成するものであり、農地区分は、山林等に囲まれた１０ｈａ以下の小集団の

生産性の低い第２種農地である旨の１案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 
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それでは、議席番号６番 佐竹 きみ子 委員から報告願います。 

 

６番 佐竹 きみ子 委員 

議案第３号の詳細についても事務局から説明があったとおりであります。 

現地を確認しますと、申請地は、申請人所有の雑種地の隣接地であり、何も作付けされ

ていない転作田でありました。また、市道にも隣接している農地であり、周辺にも与える

影響もなく、許可にあたっては、特に問題はないものと判断しました。以上、報告いたし

ます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

 

 

議長（会長） 

ここで、午後 ２時４０分まで休憩といたします。 

 （休憩 午後 ２時２７分から ２時４０分まで） 

 

 

議長（会長） 

休憩を解き、会議を再開します。（午後 ２時４０分） 

次に、第２区の番号２番から８番までの７案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号２番は、若柳地区の田１筆 ６８１㎡の内３００㎡を賃貸借権設定により

借り受け、業務用地として一時転用し、東北新幹線第３有賀トンネル入口法面補修工事の

作業ヤードとするものであり、農地区分は、農用地区域内にある農地に該当しますが、一

時的な転用であることから、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

番号３番は、若柳地区の田１筆 ９２６㎡の内２６３㎡を使用貸借権設定により父から

借り受け、一般個人住宅の住宅用地として転用し、住宅１棟及び駐車場２台を建築造成す
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るものであり、農地区分は、若柳総合支所から３００ｍ以内に存する第３種農地である旨

の１案件 

番号４番は、金成地区の田２筆 １，５７４㎡、 

番号５番は、金成地区の田１筆 ３９５㎡、番号４番、５番は同一案件で、所有権移転

売買により譲り受け、業務拡大に伴う工場の業務用地として転用し、新たに工場及び搬入

搬出用の操車場を造成するものであり、農地区分は、集落等に囲まれた小集団の生産性の

低い第２種農地である旨の２案件、 

番号６番は、金成地区の田１筆 ８４４㎡を使用貸借権設定により借り受け、事業用の

業務用地として転用し、業務拡大に伴う資材置場及び重機･社用車用の駐車場を造成する

ものであり、農地区分は、農地の広がりがある第１種農地に該当するが、集落に接続して

設置されることから、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

番号７番は、志波姫地区の田１筆 １，４４６㎡を所有権移転売買により譲り受け、太

陽光発電施設の業務用地として転用し、太陽光発電装置設置による売電収入を得るもので

あり、農地区分は、集落等に囲まれた小集団の生産性の低い第２種農地である旨の１案

件、 

番号８番は、志波姫地区の畑１筆 ３４８㎡を使用貸借権設定により父から借り受け、

一般個人住宅の住宅用地として転用し、住宅１棟及び駐車場３台を建築造成するものであ

り、農地区分は、農地の広がりがある第１種農地に該当するが、集落に接続して設置され

ることから、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

以上、７案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

詳細については、事務局から説明あっとおりであり、 

番号２番は、補修工事に係る作業ヤードの一時転用、 

番号３番は、住宅新築後に分筆登記を行うことや総合支所に近い第３種農地、 

番号４番及び５番は、先に農振除外した案件で、住宅に囲まれた既存工場の隣接地、 

番号６番も農振除外した案件で、集落に接続される業務用地、 

番号７番は、周りにも太陽光発電設備が設置されている用地、 

番号８番は、先に農振除外した案件で、集落に接続される住宅用地、 

いずれも、許可にあたっては、周辺農地に与える影響は無く、問題はないと判断しまし

たので、ご審議の程、よろしくお願いします。 
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議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 

 

議長（会長） 

はい、７番 狩野委員 

 

７番 狩野 善典 委員 

 番号７番の案件で、公務員が太陽光発電設備により売電収入を得るということである

が、問題がないのか。 

 

議長（会長） 

 はい、事務局説明。 

 

事務局 

 公務員は副業が禁止されており、太陽光発電設備による売電収入やアパート経営などで

収入を得る場合は、任命者に対し、届出により許可を得る必要があります。今回の申請に

おきましては、許可の写しも添付されておりますので、特に問題はないと考えておりま

す。 

 

議長（会長） 

 よろしいですか。他にありませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号９番から１１番までの３案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号９番は、栗駒地区の畑２筆 ６８６㎡を所有権移転売買により譲り受け、

事業用の業務用地として転用し、業務用地が手狭なため隣接する申請地に資材置場及び来

客用駐車場を造成するものであり、農地区分は、集落等に囲まれた小集団の生産性の低い

第２種農地である旨の１案件、 

 番号１０番は、栗駒地区の田１筆 １，８０９㎡の内８０２．８１㎡、 
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番号１１番は、花山地区の田１筆 ３，１９０㎡の内２３５．８０㎡、いずれも、賃貸

借権設定により借り受け、業務用地として一時転用し、携帯電話基地局建設工事の資材置

場及び作業ヤードとするものであり、農地区分は、農用地区域内にある農地に該当します

が、一時的な転用であることから、不許可の例外規定で取り扱う旨の２案件、 

以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長（会長） 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、狩野 正行 推進委員から報告願います。 

 

狩野 正行 推進委員 

２月２２日に書類審査及び現地確認調査を行ってきましたので、報告いたします。 

詳細については、事務局から説明があったとおりでありますが、番号９番について現地

を確認しますと、何も作付けされていない畑であり、今回、資材置場及び来客用駐車場に

転用するということで、特に問題はないものと、番号１０番、１１番についても、休耕田

をＫＤＤＩの携帯電話基地局建設工事の作業ヤードとして使用する一時転用であり、特に

問題はないものと判断しました。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番から

１１番までの１１案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声― 

  

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第９、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号

１番から１１番までの１１案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 
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議長（会長） 

日程第１０、議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請について、を議題といたし

ます。 

初めに、第１区の番号１番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 １６，９４６㎡の内１，０００㎡、市道東沢

２号線改良工事の資機材置場として一時転用許可を受けていたが、工期の終期が平成３１

年３月３０日から平成３１年６月３０日までに延長されたことから、一時転用の終期を平

成３１年６月３０日に変更するものであり、土地造成等の変更は一切無い旨の１案件を説

明。 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、佐藤 秀男 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 秀男 推進委員 

２月２１日に現地確認を行ってきましたので、報告いたします。 

詳細については事務局から説明があったとおりであり、市道改良工事の工期終期延長に

伴うもので、周辺に悪影響を与えるものではなく、特に問題はないものと判断しました。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号２番から６番までの５案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号２番は、若柳・志波姫地区の田３筆 ２，９３８㎡の内９５２．７０㎡、 

番号３番は、志波姫地区の田２筆 ６４４㎡の内４４９．４０㎡、 
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番号４番は、志波姫地区の田１筆 ４，５０５㎡の内５１６．４０㎡、 

番号５番は、志波姫地区の田１筆 ９９㎡、 

番号６番は、志波姫地区の田１筆 １，５３３㎡の内３４９．９０㎡、 

いずれも同一案件で、県工事である迫川河川掘削工事における仮設道路として一時転用

許可を受けていたが、来年度の工事も受注したことから、工期の終期を平成３１年３月 

２９日から平成３１年８月３０日までに延長し、一時転用の終期も平成３１年８月３０日

に変更するものであり、土地造成等の変更は一切無い旨の５案件を説明。 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

２月２２日の現地確認調査の結果を報告いたします。 

この案件については、現在も進行中の工事であり、特に問題はないものと判断してきま

したので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請についての、番号１番から６番

までの６案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声― 

  

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請についての、番号１

番から６番までの６案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 
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議長（会長） 

 日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案 

件がありますので、先に審議を行います。 

初めに、第１区の番号２５番及び２６番の２案件を審議します。 

議席番号１３番 及川 正一 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ３時１８分）（１３番 及川 正一 委員 退席） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ３時１８分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号２５番は、高清水地区の田２５筆 ２０，４４３㎡、 

番号２６番は、高清水地区の田１５筆 １８，００５㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の２案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号２５番及び２６番の２案

件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号２５番及び２

６番の２案件は、原案を可とすることに決しました。 
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なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

３番 及川 正一 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ３時２０分） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ３時２０分） 

次に、第２区の番号７７番の１案件を審議します。 

議席番号１１番 鈴木 春江 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ３時２０分）（ １１番 鈴木 春江 委員 退席） 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ３時２０分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

事務局 

第２区の番号７７番は、若柳地区の田２筆 ８，４７６㎡、新規の賃貸借権設定である

旨の１案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号７７番の１案件は、原案

を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 
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議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号７７番の１案

件は、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

１番 鈴木 春江 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ３時２１分） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ３時２２分） 

次に、第２区の番号９９番の１案件を審議します。 

議席番号３番 阿部 一信 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ３時２２分）（ ３番 阿部 一信 委員 退席） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ３時２２分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号９９番は、金成地区の田２２筆 １７，５２７㎡、新規の賃貸借権設定で

ある旨の１案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 
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議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号９９番の１案件は、原案

を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号９９番の１案

件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号３

番 阿部 一信 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ３時２３分） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ３時２３分） 

次に、第３区の番号１４７番及び１４８番の２案件、番号１５０番から１５６番までの

７案件、番号１８３番から１８５番までの３案件、併せて１２案件を審議します。 

議席番号１７番 岩渕 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ３時２４分）（ １７番 岩渕  弘 委員 退席） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ３時２４分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の説明に入る前に、総会資料の訂正をお願いします。１３２ページの番号１４４ 

番は、前ページの番号１４３番の続きとなっておりますので、削除していただき欠番とし



 26 

ます。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

第３区の番号１４７番は、栗駒地区の田５筆 ７，０５５㎡、新規の賃貸借権設定で

ある旨の１案件、 

番号１４８番は、栗駒地区の田１８筆 １２，０８９㎡、新規及び更新の賃貸借権設

定である旨の１案件、 

番号１５０番は、栗駒地区の田７筆 １３，２０９㎡、 

番号１５１番は、栗駒地区の田３筆 ５，１５８㎡、 

番号１５２番は、栗駒地区の田４筆 ５，８９８㎡、 

番号１５３番は、栗駒地区の田１２筆 １２，５０９㎡、 

番号１５４番は、栗駒地区の田１４筆 １１，６１５㎡、 

番号１５５番は、栗駒地区の田７筆 ５，２５６㎡、 

番号１５６番は、栗駒地区の田１４筆 ２７，２３２．５６㎡、いずれも、更新の賃

貸借権設定である旨の７案件、 

番号１８３番は、鶯沢地区の田７筆 １３，００３㎡、 

番号１８４番は、鶯沢地区の田１１筆 １８，４２６㎡、 

番号１８５番は、鶯沢地区の田５筆 ７，５３７㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の３案件、 

以上、１２案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１４７番及び１４８番の

２案件、番号１５０番から番号１５６番までの７案件、番号１８３番から１８５番まで３

案件、併せて１２案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１４７番及び
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１４８番の２案件、番号１５０番から番号１５６番までの７案件、番号１８３番から１８

５番まで３案件、併せて１２案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

７番 岩渕  弘 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ３時２７分） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ３時２８分） 

次に、第１区の番号１番から２４番までの２４案件、番号２７番から７２番までの４６

案件、併せて７０案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 ３，６９６㎡、所有権移転売買である旨の１

案件、 

番号２番は、築館地区の田２筆 ３，１７０㎡、 

番号３番は、築館地区の田２筆 ５，５０１㎡、 

番号４番は、築館地区の田２筆 １，７０４㎡、 

番号５番は、築館地区の田５筆 １１，６１９㎡、 

番号６番は、築館地区の田３筆 ６，５２７㎡、 

番号７番は、築館地区の田６筆 １１，８９３㎡、 

番号８番は、築館地区の田３筆 １，８２６㎡、 

番号９番は、築館地区の田３筆 ９，７６１㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である

８案件、 

番号１０番は、築館地区の田８筆 ５，４６１㎡、新規及び更新の賃貸借権設定である

旨の１案件、 

番号１１番は、築館地区の田２筆 ４，７３１㎡、 

番号１２番は、築館地区の田２筆 ３，０９９㎡、 

番号１３番は、築館地区の田４筆 １１，８２０㎡、 

番号１４番は、築館地区の田３筆 ４，６３１㎡、 

番号１５番は、築館地区の田２筆 ５，７３７㎡、 

番号１６番は、築館地区の田２筆 ６，８５３㎡、 
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番号１７番は、築館地区の田１筆 ６，５７５㎡、 

番号１８番は、築館地区の田１筆 ３，１７９㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定であ

る８案件、 

番号１９番は、築館地区の田２筆 ４，８７５㎡、 

番号２０番は、築館地区の田６筆 １０，１５１㎡、いずれも、農地中間管理事業によ

る新規の賃貸借権設定である旨の２案件、 

番号２１番は、築館地区の田１筆 ２９，１２８㎡、 

番号２２番は、築館地区の田１筆 ２，３０５㎡、いずれも、更新の使用貸借権設定で

ある旨の２案件、 

番号２３番は、築館地区の田４筆 ４，７１６㎡、 

番号２４番は、築館地区の田４筆 ４，２２６㎡、いずれも、農地中間管理事業による

新規の使用貸借権設定である旨の２案件、 

番号２７番は、高清水地区の田３筆 ３，０３９㎡、 

番号２８番は、高清水地区の田８筆 １３，４１８㎡、 

番号２９番は、高清水地区の田１０筆 １７，１７５㎡、 

番号３０番は、高清水地区の田２筆 ７，００１㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある４案件、 

番号３１番は、一迫地区の田１筆 １，１９０㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 

番号３２番は、一迫地区の田２筆 １，７３３㎡、 

番号３３番は、一迫地区の田３筆 ８２９㎡、 

番号３４番は、一迫地区の田３筆 ６，０６０㎡、 

番号３５番は、一迫地区の田３筆 ５，０９２㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る５案件、 

番号３６番は、一迫地区の田１筆 ２，１４１㎡、 

番号３７番は、一迫地区の田１０筆 １３，８０９㎡、 

番号３８番は、一迫地区の田３筆 ５，４３０㎡、 

番号３９番は、築館、一迫地区の田２４筆 １４，２７０㎡、 

番号４０番は、一迫地区の田１６筆 ２４，１０６㎡、 

番号４１番は、一迫地区の田２筆 ８，７６６㎡、 

番号４２番は、一迫地区の田９筆 ３，６００㎡、 

番号４３番は、一迫地区の田６筆 ５，１９８㎡、 

番号４４番は、一迫地区の田３筆 ４，１５７㎡、 

番号４５番は、一迫地区の田４筆 ３，８６１㎡、 

番号４６番は、一迫地区の田１１筆 ８，９２０㎡、 

番号４７番は、一迫地区の田３筆 ６，６０６㎡、 

番号４８番は、一迫地区の田６筆 １１，６４３㎡、 

番号４９番は、一迫地区の田１筆 ３，００５㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定であ
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る１４案件、 

番号５０番は、瀬峰地区の田１筆 ６，５５６㎡、畑３筆 １３，７０７．３８㎡、合

計 ２０，２６３．３８㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 

番号５１番は、瀬峰地区の田８筆 ６，８９３㎡、 

番号５２番は、瀬峰地区の田１１筆 ７，６８７㎡、 

番号５３番は、瀬峰地区の田１筆 ２４１㎡、 

番号５４番は、瀬峰地区の田３筆 ６，９６８㎡、 

番号５５番は、瀬峰地区の田３筆 １，８８６㎡、 

番号５６番は、瀬峰地区の田２筆 １，０８２㎡、 

番号５７番は、瀬峰地区の田１２筆 ７，４８２㎡、 

番号５８番は、瀬峰地区の田５筆 ３，２７０㎡、 

番号５９番は、瀬峰地区の田３筆 ３，３７９㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る９案件、 

番号６０番は、瀬峰地区の田２筆 ２，０５６㎡、 

番号６１番は、瀬峰地区の田１１筆 ２１，４９３㎡、 

番号６２番は、瀬峰地区の田７筆 ７，１６５㎡、 

番号６３番は、瀬峰地区の田４筆 ５，７９４㎡、 

番号６４番は、瀬峰地区の田２筆 １，８３４㎡、 

番号６５番は、瀬峰地区の田１０筆 １６，７７５㎡、 

番号６６番は、瀬峰地区の田１筆 ７，４４０㎡、 

番号６７番は、瀬峰地区の田２筆 １，８４１㎡、 

番号６８番は、瀬峰地区の田４筆 ３，６７６㎡、 

番号６９番は、瀬峰地区の田１筆 ４，９６０㎡、 

番号７０番は、瀬峰地区の田１２筆 １０，５４４㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である１１案件、 

番号７１番は、瀬峰地区の田４筆 １７，７５８㎡、農地中間管理事業による新規の賃

貸借権設定である旨の１案件、 

番号７２番は、瀬峰地区の田４筆 ４，５３４㎡、更新の使用貸借権設定である旨の１

案件、 

以上、７０案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 
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議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号７３番から７６番までの４案件、番号７８番から９８番までの２１

案件、番号１００番から１３６番までの３７案件、併せて６２案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第２区の番号７３番は、若柳地区の田２筆 ４，０１６㎡、 

番号７４番は、若柳地区の田５筆 １，１２０㎡、いずれも、所有権移転売買である旨

の２案件、 

番号７５番は、若柳地区の田３筆 ３，０５２㎡、 

番号７６番は、若柳地区の田１筆 １，７７７㎡、 

番号７８番は、若柳地区の田１６筆 ２０，９０５㎡、 

番号７９番は、若柳地区の田１筆 ７９７㎡、 

番号８０番は、若柳地区の田１筆 ９８３㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である５

案件、 

番号８１番は、若柳地区の田１１筆 ８，１２０㎡、 

番号８２番は、若柳地区の田１７筆 １０，２５９㎡、 

番号８３番は、若柳地区の田１８筆 １６，６６６㎡、畑２筆 １，３５９㎡、合計 

１８，０２５㎡、 

番号８４番は、若柳地区の田１０筆 ８，３６６㎡、 

番号８５番は、若柳地区の田６筆 ４，４９８㎡、 

番号８６番は、若柳地区の田２筆 ７，１２４㎡、 

番号８７番は、若柳地区の田５筆 ３，８７５㎡、 

番号８８番は、若柳地区の田５筆 ５，４２９㎡、 

番号８９番は、若柳地区の田５筆 ４，３１９㎡、 

番号９０番は、若柳地区の田１筆 １，０１８㎡、 

番号９１番は、若柳地区の田１４筆 ９，２３４㎡、 

番号９２番は、若柳地区の田３９筆 ３８，２０７㎡、 

番号９３番は、若柳地区の田１１筆 １０，７３６㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である１３案件、 

番号９４番は、若柳地区の田３筆 １，８１３㎡、更新の使用貸借権設定である旨の１

案件、 

番号９５番は、若柳地区の田９筆 ８，３２７㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸

借権設定である旨の１案件、 

番号９６番は、金成地区の田１筆 ５８６㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 

番号９７番は、金成地区の田９筆 １６，３１６㎡、 
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番号９８番は、金成地区の田２筆 ２，０４５㎡、 

番号１００番は、金成地区の田９筆 ３，８７５㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の３案件、 

番号１０１番は、金成地区の田１筆 １０，１５０㎡、 

番号１０２番は、金成地区の田１４筆 ９，８１５㎡、 

番号１０３番は、金成地区の田２筆 ２，０２７㎡、 

番号１０４番は、金成地区の田５筆 ７，９１４㎡、 

番号１０５番は、金成地区の田２筆 ２，０８８㎡、 

番号１０６番は、金成地区の畑１筆 ２７，１２１㎡、 

番号１０７番は、金成地区の田２筆 ３，３８５㎡、 

番号１０８番は、金成地区の田１筆 １，６５０㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の８案件、 

番号１０９番は、金成地区の田５筆 １，６１９㎡、更新の使用貸借権設定である旨の

１案件、 

番号１１０番は、金成地区の田４６筆 ３３，８７７㎡、 

番号１１１番は、金成地区の田４２筆 ３５，８５４㎡、 

番号１１２番は、金成地区の田１７筆 １２，２２２㎡、 

番号１１３番は、金成地区の田２０筆 １０，３３４㎡、 

番号１１４番は、金成地区の田１６筆 ６，７９１㎡、いずれも、農地中間管理事業に

よる新規の賃貸借権設定である旨の５案件、 

番号１１５番は、志波姫地区の田１０筆 ４，４６０㎡、所有権移転売買である旨の１

案件、 

番号１１６番は、志波姫地区の田３筆 ６，４２１㎡、 

番号１１７番は、志波姫地区の田６筆 １０，０６４㎡、 

番号１１８番は、志波姫地区の田６筆 ９，３７０㎡、 

番号１１９番は、志波姫地区の田３筆 ２，７７３㎡、 

番号１２０番は、志波姫地区の田２筆 ３，７４９㎡、 

番号１２１番は、志波姫地区の田２筆 ３，２５８㎡、 

番号１２２番は、志波姫地区の田９筆 １４，８７１㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の７案件、 

番号１２３番は、志波姫地区の田３筆 ５，２８５㎡、 

番号１２４番は、志波姫地区の田６筆 ５，７６４㎡、 

番号１２５番は、志波姫地区の田１０筆 １０，５７９㎡、 

番号１２６番は、志波姫地区の田２筆 １，５８４㎡、 

番号１２７番は、志波姫地区の田１筆 ３７９㎡、 

番号１２８番は、志波姫地区の田１２筆 ７，２２７㎡、 

番号１２９番は、志波姫地区の田５筆 ６，１６４㎡、 
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番号１３０番は、志波姫地区の田１筆 １，３６７㎡、 

番号１３１番は、志波姫地区の田１筆 ８５５㎡、 

番号１３２番は、志波姫地区の田９筆 ９，４８７㎡、 

番号１３３番は、志波姫地区の田１筆 １，９７０㎡、 

番号１３４番は、志波姫地区の田６筆 １０，１７３㎡ 

番号１３５番は、志波姫地区の田１０筆 １７，７９６㎡、 

番号１３６番は、志波姫地区の田６筆 ５，８１０㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の１４案件、 

以上、６２案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号１３７番から１４３番までの７案件、番号１４５番及び１４５番の

２案件、番号１４９番の１案件、番号１５７番から１８２番までの２６案件、番号１８６

番から１９２番までの７案件、併せて４３案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第３区の番号１３７番は、栗駒地区の田４筆 ６，９９４㎡、所有権移転売買である旨

の１案件、 

番号１３８番は、栗駒地区の田２筆 １２，６９９㎡、 

番号１３９番は、栗駒地区の田１４筆 ２２，０５０㎡、 

番号１４０番は、栗駒地区の田１２筆 １１，１８２㎡、 

番号１４１番は、栗駒地区の田６筆 ９，９１８㎡、 

番号１４２番は、栗駒地区の田１筆 ２，１９７㎡、 

番号１４３番は、栗駒地区の田１０筆 １５，９２７㎡、 

番号１４５番は、栗駒地区の田５筆 ３，７４１㎡、 

番号１４６番は、栗駒地区の田２筆 １，８４１㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の８案件、 

番号１４９番は、栗駒地区の田３筆 １１，５３６㎡、新規及び更新の賃貸借権設定で

ある旨の１案件 
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番号１５７番は、栗駒地区の田１９筆 ２１，２５１㎡、 

番号１５８番は、栗駒地区の田４筆 ２，２０８㎡、 

番号１５９番は、栗駒地区の田１６筆 ２６，１０９㎡、 

番号１６０番は、栗駒地区の田４筆 ３，６９２㎡、 

番号１６１番は、栗駒地区の田５筆 ８，６２５㎡、 

番号１６２番は、栗駒地区の田１６筆 ２５，１０３㎡、 

番号１６３番は、栗駒地区の田４筆 ６，１２５㎡、畑２筆 １，４４６㎡、合計 

７，５７１㎡ 

番号１６４番は、栗駒地区の田４筆 ４，２７５㎡、更新の賃貸借権設定である旨の８

案件、 

番号１６５番は、栗駒地区の田８筆 ６，０６８㎡、畑３筆 １，１０８㎡、合計 ７，

１７６㎡、 

番号１６６番は、栗駒地区の田１筆 １，０５２㎡、いずれも、更新の使用貸借権設定

である旨の２案件、 

番号１６７番は、栗駒地区の田１１筆 １３，４１５㎡、 

番号１６８番は、栗駒地区の田１３筆 ２０，５０６㎡、 

番号１６９番は、栗駒地区の田１２筆 １５，９０４㎡、 

番号１７０番は、栗駒地区の田４筆 ６，７６２㎡、いずれも、農地中間管理事業によ

る新規の賃貸借権設定である旨の４案件、 

番号１７１番は、栗駒地区の田５筆 ４，２６９㎡、 

番号１７２番は、栗駒地区の田９筆 ９，００５㎡、 

番号１７３番は、栗駒地区の田２筆 ４，２２１㎡、いずれも、農地中間管理事業によ

る新規の使用貸借権設定である旨の３案件、 

番号１７４番は、鶯沢地区の田４筆 １２，２３７㎡、所有権移転売買である旨の１案

件 

番号１７５番は、鶯沢地区の田８筆 １７，７６１㎡、 

番号１７６番は、鶯沢地区の田３筆 ３，３７０㎡、 

番号１７７番は、鶯沢地区の田１筆 ２，３９５㎡、 

番号１７８番は、鶯沢地区の田３筆 ３，７５１㎡、 

番号１７９番は、鶯沢地区の田６筆 １２，１０７㎡、 

番号１８０番は、鶯沢地区の田６筆 ３，９３３㎡、 

番号１８１番は、鶯沢地区の田４筆 ８，４８０㎡、 

番号１８２番は、鶯沢地区の田６筆 １２，８３０㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の８案件 

番号１８６番は、鶯沢地区の田７筆 ３，７１３㎡、 

番号１８７番は、鶯沢地区の田２筆 ３，０３０㎡、 

番号１８８番は、鶯沢地区の田１筆 ６６０㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定である
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旨の３案件 

番号１８９番は、花山地区の田５筆 １８，４５４㎡、新規の賃貸借権設定である旨の

１案件、 

番号１９０番は、花山地区の田７筆 ２，８６５㎡、 

番号１９１番は、花山地区の田４筆 ２，１１２㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の２案件、 

番号１９２番は、花山地区の田４筆 １２，６３２㎡、更新の使用貸借権設定である旨

の１案件 

以上、４３案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

   ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から２４番までの２

４案件、番号２７番から７６番までの５０案件、番号７８番から９８番までの２１案件、

番号１００番から１４３番までの４４案件、番号１４５番及び１４６番の２案件、番号１

４９番の１案件、番号１５７番から１８２番までの２６案件、番号１８６番から１９２番

までの７案件、併せて１７５案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から２４

番までの２４案件、番号２７番から７６番までの５０案件、番号７８番から９８番までの

２１案件、番号１００番から１４３番までの４４案件、番号１４５番及び１４６番の２案

件、番号１４９番の１案件、番号１５７番から１８２番までの２６案件、番号１８６番か

ら１９２番までの７案件、併せて１７５案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  
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議長（会長） 

 日程第１２、議案第６号 農用地利用集積計画変更願について、を議題といたします。 

第２区の番号１番から９番までの９案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１番は、志波姫地区の田１５筆 １２，１８１㎡、 

番号２番は、志波姫地区の田１７筆 ３５，４０６㎡、 

番号３番は、志波姫地区の田５筆 ７，３１３㎡、 

番号４番は、志波姫地区の田１３筆 １８，８０２㎡、 

番号５番は、志波姫地区の田５筆 ９，８０４㎡、 

番号６番は、志波姫地区の田５筆 ５，６２２㎡、 

番号７番は、志波姫地区の田１筆 １９２㎡、 

番号８番は、志波姫地区の田２筆 ４，３９６㎡、 

番号９番は、志波姫地区の田１筆 １，９９０㎡、いずれも借受人が同一人である関連

案件で、当初の借受人が後継者へ経営移譲するため、賃貸借権設定の権利を移転するもの

であり、貸付期間は、移転前の残期間になる旨の９案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

 ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第６号の農用地利用集積計画変更願についての、番号１番から９番まで

の９案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

 ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１２、議案第６号 農用地利用集積計画変更願についての、番号１番か

ら９番までの９案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 
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議長（会長） 

 ここで、午後 ４時００分まで休憩といたします。 

 （休憩 午後 ３時４８分から ４時００分まで） 

 

 

議長（会長） 

休憩を解き、会議を再開します。（午後 ４時００分） 

 日程第１３、議案第７号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

初めに、第１区の番号１番から５番までの５案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

 農地利用配分計画については、基盤法による農地利用集積計画関連案件となっており、

利用権を設定する貸出人は、全て宮城県農地中間管理機構となります。 

第１区の番号１番は、築館地区の田２筆 ４，８７５㎡、 

番号２番は、築館地区の田６筆 １０，１５１㎡、いずれも、農地中間管理事業による

新規の賃貸借権設定である旨の２案件、 

番号３番は、築館地区の田４筆 ４，７１６㎡、 

番号４番は、築館地区の田４筆 ４，２２６㎡、いずれも、農地中間管理事業による新

規の使用貸借権設定である旨の２案件、 

番号５番は、瀬峰地区の田４筆 １７，７５８㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸

借権設定である旨の１案件、 

以上、５案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号６番から１６番までの１１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第２区の番号６番は、若柳地区の田９筆 ８，３２７㎡、 
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番号７番は、若柳地区の田１０筆 ６，１２９㎡、いずれも、農地中間管理事業による

新規の賃貸借権設定である旨の２案件、 

番号８番は、金成地区の田４６筆 ３３，８７７㎡、 

番号９番は、金成地区の田４２筆 ３５，８５４㎡、 

番号１０番は、金成地区の田１７筆 １２，２２２㎡、 

番号１１番は、金成地区の田２０筆 １０，３３４㎡、いずれも、農地中間管理事業に

よる新規の賃貸借権設定である旨の４案件、 

番号１２番は、金成地区の田１９筆 ５，８０１㎡、農地中間管理事業による新規の使

用貸借権設定である旨の１案件、 

番号１３番は、志波姫地区の田２５筆 １１，３０５㎡、 

番号１４番は、志波姫地区の田７筆 １４，３７０㎡、 

番号１５番は、志波姫地区の田１３筆 ２７，０９５㎡、いずれも、農地中間管理事業

による新規の賃貸借権設定である旨の３案件、 

番号１６番は、志波姫地区の畑３筆 ７，０７９㎡、農地中間管理事業による新規の使

用貸借権設定である旨の１案件、 

以上、１１案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号１７番から２３番までの７案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第３区の番号１７番は、栗駒地区の田１１筆 １３，４１５㎡、 

番号１８番は、栗駒地区の田１３筆 ２０，５０６㎡、 

番号１９番は、栗駒地区の田１２筆 １５，９０４㎡、 

番号２０番は、栗駒地区の田４筆 ６，７６２㎡、いずれも、農地中間管理事業による

新規の賃貸借権設定である旨の４案件、 

番号２１番は、栗駒地区の田５筆 ４，２６９㎡、 

番号２２番は、栗駒地区の田９筆 ９，００５㎡、 

番号２３番は、栗駒地区の田２筆 ４，２２１㎡、いずれも、農地中間管理事業による



 38 

新規の使用貸借権設定である旨の３案件、 

以上、７案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第７号 農用地利用配分計画についての、番号１番から２３番までの２

３案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

   ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１３、議案第７号 農用地利用配分計画についての、番号１番から２３

番までの２３案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 

議長（会長） 

 日程第１４、議案第８号 非農地証明願について、を議題といたします。 

初めに、第１区の番号１番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、高清水地区の畑１筆 ８５５㎡、願出地は、先代の昭和２３年ご

ろから現在まで宅地として利用し、また、宅地への通路として利用していることから、宅

地への地目変更を願い出た旨の１案件を説明。 

  

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、佐藤 秀男 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 秀男 推進委員 

 ２月２１日に書類審査及び現地確認調査を行ってまいりました。 

詳細については、事務局から説明あったとおりであり、宅地として利用し現在に至って
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いるものであります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号２番及び３番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第２区の番号２番は、若柳・志波姫地区の田１筆 １，９７３㎡、畑２筆 ３，７７１

㎡、合計 ５，７４４㎡、願出地は、昭和５０年頃から隣地が山林で日陰になることから

耕作せず、山林化し現在に至っているものであり、今後も農地として復旧する見込みがな

いことから、山林への地目変更を願い出た旨の１案件、 

番号２番は、金成地区の田１筆 ３０２㎡、願出地は、先代の昭和６３年ごろに倉庫及

び駐車場を建築造成し、現在も宅地として利用していることから、宅地への地目変更を願

い出た旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

  

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

 第２区の地確認調査結果を報告いたします。 

番号２番は、生産性の低い耕作不便地域であり、隣接する企業の雑木林と一体化してい

る状況でありました。 

番号３番は、奥に住宅が建っており、住宅への通路としても利用されていることから、

生活する上で必要な場所と確認して来ました。 

以上であります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号４番及び５番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第３区の番号４番は、栗駒地区の田１筆 １，５２９㎡、願出地は、平成元年頃から耕

作しなくなり山林化し現在に至っているものであり、今後も農地として復旧する見込みが

ないことから、山林への地目変更を願い出た旨の１案件、 

番号５番は、栗駒地区の畑１筆 １８６㎡、願出地は、平成３年ごろから現在まで、隣

接する宅地敷きへの接続通路として利用していることから、宅地への地目変更を願い出た

旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

  

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、芳賀 博秋 推進委員から報告願います。 

 

芳賀 博秋 推進委員 

 非農地証明願について、現地確認調査を行ってまいりましたので、報告いたします。 

 詳細については、事務局の説明したとおりでありますが、参考写真でも分かるように、 

 番号４番は、進入路も狭く山林化している状況であり、３０年間も人の手がかかってい

ない状況でありました。 

 番号５番は、宅地への接続道路で、現地を見ますと、敷き砂利された生活道路として利

用されている状況でありました。 

許可にあたっては、特に問題はないものと判断しましたので、ご審議の程、よろしくお

願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い
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ます。 

質疑ございませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第８号、非農地証明願についての、番号１番から５番までの５案件は、

原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。 

      

―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１４、議案第８号 非農地証明願についての、番号１番から５番まで５

案件は、原案のとおり、承認することに決しました。 

 

議長（会長） 

日程第１５、議案第９号 空き家に付属する農地指定申請について、を議題とします。 

第１区の番号１番の１案件を審議します。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

番号１番は、高清水地区の畑２筆 面積８５４㎡、願出地は、平成３０年７月１２日付

け第６１号で栗原市空き家情報登録制度に登録された物件に付随する農地で、当農業委員

会が定めた空き家に付属した別段面積の指定について、申請があった旨の１案件を説明 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 秀男 委員から報告願います。 

 

佐藤 秀男 推進委員 

 議案第９号について、現地確認調査を行っていきましたので、報告いたします。 

詳細については、事務局から説明があったとおりでありますが、現地は、住宅隣接する

農地で、指定については、特に問題はないものと判断してきましたので、ご審議の程、よ

ろしくお願いいたします。 
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議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

議長（会長） 

 はい、１番委員。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 今回の申請人は、申請地以外に農地は持っていないのか伺う。 

 

議長（会長） 

 はい、事務局。 

 

事務局 

 今回の申請地以外の農地については、水田を所有しておりが、水田については、近隣の

親戚に基盤法で１０年間の賃貸借契約を締結している。 

 

議長（会長） 

 よろしいですか、他にありませんか。 

 

  ―｢質疑なし｣の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第９号、空き家に付属する農地指定申請についての番号１番の１案件

は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―｢異議なし｣の声― 

 

議長（会長） 

ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１４、議案第９号、空き家に付属する農地指定申請についての番号１番

の１案件は、原案を可とすることに決しました。 

 

 

 



 43 

 

会長（会長） 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

よって、これで平成３１年第２回栗原市農業委員会 総会を閉会いたします。 

ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後  ４時２２分 閉会 ＞ 

 

 

 

 

本会議の顛末を記録し、その正当なることを証するためここに署名捺印する。 

 

 

          議     長                 

 

 

          議事録署名委員                 

 

 

          議事録署名委員                 


